
第三者の行為によって怪我等をして、健康保険を利用し
治療をした場合は速やかに市町村窓口へ「傷病届」の届出が必要です。
「傷病届」の提出は、法令により義務付けられています。
介護サービスを利用した場合や、福祉医療も同様となります。

お店で食べた料理が
原因で食中毒になり、
検査をすることに
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病院で治療することに

交通事故

車やバイク、自転車等による事故で
入院や通院をすることに 散歩中の犬にかまれ、
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届出が必要です！
そのケガ その治療
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